
～「介護予防・日常生活支援総合事業」を中心として～

平成２８年７月２９日
日本年金機構本部年金給付部長
（元桑名市副市長（特命））

田 中 謙 一

－ 寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業意見交換会－
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桑名ブランドキャッチフレーズ
ロゴマーク

他ではまねできない、桑名ならではの
たくさんの“本物”を見つけ出し、
磨き上げ、より素晴らしいものにしていく
力を「本物力」と名付けました。
木曽三川が流れ込む桑名を
桑名城の形状であった扇の要と見立てた
イメージ等を桑名のイニシャルである
「K」のマークで表現しました。

「自立支援」を基本理念とする

「地域包括ケアシステム」の構築に向けて



皆さんにお伝えしたいこと（１）

○ 「地域包括ケアシステム」の構築は、一大改革です。
ー 「地域包括ケアシステム」の構築は、未曾有の少子高齢社会を
乗り越えるために成し遂げなければならない改革です。

ー 「地域包括ケアシステム」の構築は、「地方分権の試金石」と称された
介護保険制度の創設に匹敵する困難な改革です。

○ 「地域包括ケアシステム」の構築は、
介護保険制度の基本理念である 「自立支援」に
立ち返ってそれを忠実に実現しようとするビジョンです。
ー 「地域包括ケアシステム」の構築は、住み慣れた環境で生き生きと
暮らし続けて幸福な人生の最期を迎えられるようにする地域づくりです。

○ 「地域包括ケアシステム」の構築は、
「全員参加型」の「地域支え合い体制づくり」です。
ー 「地域包括ケアシステム」の構築は、地域住民が相互に連携して

活動を展開するネットワークづくりです。
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皆さんにお伝えしたいこと（２）

○ 「自立支援」という基本理念を共有しましょう。
この場合においては、手段を目的化しないでください。
ー 「介護予防・日常生活支援総合事業」は、手段です。

ー 目的は、「地域包括ケアシステム」の構築です。

○ 「地域包括ケアシステム」の構築に向けた市町村の
役割は、地域住民が相互に連携して活動を展開する
ネットワークを醸成する「地域マネジメント」です。
とりわけ、基本的な方針を提示して
その共有を働き掛ける「規範的統合」が重要です。

ー 市町村は、基礎自治体かつ介護保険の保険者です。

ー 地域包括支援センターは、市町村の委託を受けた準公的機関です。
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Ⅰ 「地域包括ケアシステム」の構築に向けた

市町村の役割

Ⅱ 「規範的統合」の推進

Ⅲ 市町村介護保険事業計画

Ⅳ 地域ケア会議

Ⅴ 介護予防・日常生活支援総合事業
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Ⅰ 「地域包括ケアシステム」の構築に向けた
市町村の役割



「地域包括ケアシステム」の構築に向けた市町村の役割（１）

○ 地域住民が相互に連携して活動を展開する
ネットワークを醸成する「地域マネジメント」
○ 基本的な方針を提示してその共有を働き掛ける

「規範的統合」

① 「市町村介護保険事業計画」の策定及び推進

（「マクロ」のレベル）

ⅰ 地域の実情に応じた介護保険の保険者である市町村としての
期待の明確化

ⅱ 地域資源のネットワーク化の前提となる地域資源の「見える化」

ⅲ 保険料負担の増大を抑制する努力の「見える化」

② 一定の範囲に属するすべての事例を対象とする
「地域ケア会議」の開催（「ミクロ」のレベル）
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【参考１】全国の保険者における要支援・要介護認定率の分布（平成２５年度）

（注）要支援・要介護認定率は、高齢者数に対する認定者数の割合である。
＜出典＞ 桑名市介護保険事業状況報告

北海道音威子府村：6.11%

（1,579か所中の第１位）
山梨県鳴沢村：9.14%

（1,579か所中の第２位）
埼玉県和光市：9.37%

（1,579か所中の第３位）

：

三重県桑名市：16.03%

（1,579か所中の第392位）

全 国平均：18.23%

三重県平均：18.78%
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【参考２】全国の保険者における要支援・要介護認定率の分布（平成２６年度）

（注）要支援・要介護認定率は、高齢者数に対する認定者数の割合である。
＜出典＞ 桑名市介護保険事業状況報告

：

全 国平均：18.35%

三重県平均：18.75%

三重県桑名市：15.35%

（1,579か所中の第274位）

東京都御蔵島村：3.70%

（1,579か所中の第１位）
北海道音威子府村：7.46%

（1,579か所中の第２位）
埼玉県和光市：9.55%

（1,579か所中の第３位）
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① 地域保健 （「地区担当制」・「データヘルス」）

② 地域福祉 （「コミュニティソーシャルワーク」）

③ 「スクラップ・アンド・ビルド」

① 「外を知ることは、中を見ること。」（「イノベーション（革新）」）

② 現場と政策との「架け橋」（「ねぎらい」）

③ 「マニュアル」から「ガイドライン」へ（「業務」の処理から「政策」の企画立案及び実施へ）

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた市町村の役割（２）

２．「プレーヤー」から「マネージャー」へ
（「抱え込み」・「丸投げ」・「御用聞き」から「働き掛け」へ）

３．人材の育成

４．首長のリーダーシップ

１．保険者機能の発揮

① 医療と介護との連携

② 健康増進と介護予防との連携

５．「縦割り行政」の排除



○ 従来の在宅サービスと異なる内容の新しい在宅サービスを提供する事業所が
おおむね倍増するよう、
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
② 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス
に係る指定地域密着型サービス事業者の指定について、地域交流スペースの確保、
地域支援事業及び「地域ケア会議」に対する協力等を必須として、公募を実施。
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１．施設サービスと同様な機能を地域に展開する在宅サービスの提供体制の重点的な整備

○ 訪問介護・看護事業者において、必要に応じて相互に経営統合や業務提携を模索しながら、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護等の提供体制を整備するよう、期待。

２．日中・夜間を通じた訪問介護・看護の効率的な提供体制の整備

○ 急激な生活環境の変化に脆弱な認知症高齢者について、
それぞれの状態像に応じた専門的なケアを一体的に提供する体制が整備されるよう、
認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定について、
① 認知症対応型通所介護
② 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス
と併設された事業所に限定。

３．専門的な認知症ケアの一体的な提供体制の整備

介護サービスの提供体制の計画的な整備



通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議

○ 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現するためには、
施設サービスと同様な機能を地域に展開する在宅サービスの普及を促進することが重要。

○ 平成２６年６月、桑名市より、三重県に対し、
通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定及びその更新について、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護
及び複合型サービスの普及を促進するために必要な協議を求めたところ。

○ これは、従来の在宅サービスと異なる内容の新しい在宅サービスの提供体制の
計画的な整備について、「地方分権の試金石」と称される介護保険制度で
市町村に介護保険の保険者として認められた機能を適切に発揮したもの。

○ 当面、次に掲げる基本的な方針に沿って、適切に対応。

① 新規の指定に関しては、

ⅰ 原則として、認めない取扱い。

ⅱ サービスの内容が高齢者の自立支援に特に資するものと

認められる場合には、例外的に、認める取扱い。

② 指定の更新に関しては、

ⅰ 不祥事案が生じた等の場合を除き、認める取扱い。

ⅱ 必要に応じ、指導監査を実施する等の取扱い。

11

平成２６年６月２６日
協議を求める文書の提出
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○ 現行の介護保険法（平成９年法律第１２３号）では、指定居宅サービス事業者の
指定及びその更新は、都道府県の権限（第４１条第１項本文）。

○ もっとも、介護保険の保険者である市町村は、
① 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「小規模多機能型居宅介護」
又は「複合型サービス」の事業所が所在する場合等において、「訪問介護」
又は「通所介護」の量が市町村介護保険事業計画で定める見込量に
既に達したとき等は、

② 都道府県に対し、「訪問介護」又は「通所介護」に係る指定居宅サービス事業者の
指定及びその更新について、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、
「小規模多機能型居宅介護」及び「複合型サービス」の普及を促進するために
必要な協議を求めることができる
ところ（第７０条第７項及び第７０条の２第４項）。
（注） 都道府県は、市町村の求めに応じなければならないところ。

○ この場合においては、都道府県は、市町村が求めた協議の結果に基づき、
指定居宅サービス事業者の指定及びその更新について、拒否し、
又は必要な条件を付することができるところ（第７０条第８項及び第７０条の２第４項）。

【参考１】通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議の枠組み
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【参考２－１】第１号被保険者１人当たりのサービス種類別給付月額（平成２６年９月）
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【参考２－２】第１号被保険者１人当たりのサービス種類別給付月額（平成２７年９月）
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平成２５年 ９月
平成２６年 ２月

三重県名張市 「まちの保健室」

平成２６年 ２月 三重県四日市市 「ライフサポート三重西」

平成２６年 ４月 大阪府大東市 「大東元気でまっせ体操」

平成２６年１０月 三重県伊賀市 「いが見守り支援員」

平成２７年 ２月 長崎県長崎市 「介護予防・日常生活支援総合事業」

平成２７年 ２月 香川県坂出市 「成年後見サポートセンター」

平成２７年 ２月 岐阜県恵那市 「ささゆりカフェ」

平成２７年 ９月 山梨県笛吹市 「市民後見人」

平成２７年１１月 奈良県生駒市 「介護予防・日常生活支援総合事業」

施設機能の
地域展開

平成２５年１０月 新潟県長岡市 「サポートセンター構想」

平成２５年１１月
平成２６年 ５月

埼玉県和光市 「コミュニティケア会議」

平成２６年 ３月 三重県いなべ市 「市町村介護予防強化推進事業」

平成２７年 ２月 大分県杵築市 「地域ケア会議」

身近な地域での
多様な資源の
「見える化」・創出

多職種協働による
ケアマネジメントの

充実

桑名市による他の市町村に対する調査―例―



○ 平成２６年７月、「桑名市地域包括支援センター運営協議会」の機能を引き継いだ

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」において、

それぞれの桑名市地域包括支援センターに対し、

平成２５年度の事業運営状況について、報告を求め、実績を評価。

○ 具体的には、それぞれの地域包括支援センターより、プレゼンテーションを実施し、

各委員において、審査を実施。それを集計した結果に基づき、最も高い評価を得た

桑名市地域包括支援センターに対し、「会長賞」を授与。

○ これは、民間企業における「QC（品質管理）サークル」の考え方を参考とした

初めての試み。

○ それぞれの桑名市地域包括支援センターの

事業運営について、

地域の関係者の信頼を確保するためには、

「見える化」を図ることが、重要。

平成２６年７月１１日
「会長賞」の授与

16

桑名市地域包括支援センターの事業運営の「見える化」
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○ 平成２７年１・２月、「桑名市社会福祉協議会事例発表会」を開催。

○ 具体的には、各部門より、市町村社会福祉協議会が果たすべき役割を踏まえた

現場での創意工夫に基づく取組みに関するプレゼンテーションを実施し、

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」事務局の構成員において、審査を実施。

それを集計した結果に基づき、最も評価を得た部門に対し、「事務局長賞」を授与。

○ これは、民間企業における「QC（品質管理）サークル」の考え方を参考とした

初めての試み。

○ 地域福祉を推進する準公的団体である

桑名市社会福祉協議会について、

事業運営の「見える化」を図るともに、

組織的一体感を強化することは、重要。

平成２７年２月１２日
「桑名市社会福祉協議会事例発表会」

「桑名市社会福祉協議会事例発表会」



「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」（１）

○ 「地域包括ケアシステム」の構築に向けて

介護保険の保険者である市町村に期待される役割は、

地域の関係者が相互に連携して活動を展開する

ネットワークを醸成するマネジメント。

○ そのためには、基本的な方針を提示して

その共有を働き掛ける「規範的統合」が重要。

○ 平成２５年１２月、

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例」を制定。

○ このように、条例を制定し、「地域包括ケアシステム」をテーマとする

附属機関を設置した例は、全国的にも、見当たらなかったところ。

○ それに基づき、平成２６年１月以降、

医療、介護、予防、日常生活支援等の各分野で指導的な立場にある

地域の関係者の参加を得て、「地域包括ケアシステム推進協議会」を開催。

（注）平成２５・２６・２７年度には、１５回。

18

１．趣旨

第１回
「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」



【参考】「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」委員名簿
（平成２８年４月１日）
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＜学識経験者＞

豊田 長康

＜医療部会＞

佐藤 剛一

竹田 寬
田崎 文昭
長坂 裕二
東 俊策
星野 良行
花井 裕子

山浦 康孝

＜介護部会＞

片岡 直也

佐藤 久美

白井 五月

高橋 恵美子

西村 さとみ

長谷川 真介

福本 美津子

病院・介護老人保健施設代表
サービス付き高齢者向け住宅代表
桑名市総合医療センター理事長
桑名地区薬剤師会会長
三重県桑名保健所長
桑名医師会会長
桑員歯科医師会会長
三重県訪問介護ステーション連絡協議会
桑名ブロック代表
三重県医療ソーシャルワーカー協会代表

桑名訪問介護事業者連絡協議会代表
三重県社会福祉士会桑員支部代表
地域密着型サービス事業者
（小規模多機能型居宅介護・
認知症対応型共同生活介護）代表
地域密着型サービス事業者
（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）
代表
特別養護老人ホーム代表
サービス付き高齢者向け住宅代表
三重県介護支援専門員協会理事
桑名市地域福祉計画推進市民会議会長
サービス付き高齢者向け住宅代表
地域密着型サービス事業者
（小規模多機能型居宅介護・
認知症対応型通所介護）代表
地域密着型サービス事業者
（複合型サービス）代表
三重県デイサービスセンター協議会
副会長
三重県訪問看護ステーション連絡協議会
桑名ブロック代表
三重県介護支援専門員協会桑員支部
支部長

岡 訓子
坂口 光宏
小林 三和子
倉田 禮子
星野 ひでみ

三重県歯科衛生士会代表
三重県理学療法士会代表
食生活改善推進協議会会長
桑名市健康推進員会長
地域活動栄養士会桑名支部長

＜予防部会＞

＜生活支援部会＞
高木 守
吉良 勇蔵
川瀬 みち代
近藤 清二
藤原 隆
山中 啓圓

桑名市シルバー人材センター事務局長
桑名市老人クラブ連合会会長
桑名ボランティア連絡協議会会長
桑名市地区社会福祉協議会連絡協議会代表
桑名市自治会連合会会長
桑名市民生委員児童委員協議会連合会会長

★は会長、☆は副会長、◎は部会長、○は部会長代理である。（注）

鈴鹿医療科学大学学長

◎

○

○
◎

◎
〇

◎

○

★

☆



「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」（２）

○ 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」は、

「地域ケア会議」の一類型。

○ 医療・介護保険事業運営状況等を基礎として、

地域課題の解決に資する地域資源の「見える化」・創出のための方策を協議。

○ この場合においては、桑名市、桑名市地域包括支援センター

及び桑名市社会福祉協議会が自ら取り組むべきことについて、

意見を聴取するばかりでなく、各分野における地域の関係者が

それぞれの立場で果たすべきそれぞれの役割について、

桑名市としての期待を明確にした上で、意見を交換。

○ その上で、「桑名市地域包括ケア計画―第６期介護保険事業計画・

第７期老人福祉計画－（平成２７～２９年度）」（案）を取りまとめたところ。

20

２．内容

第１回 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」



「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」（３）

○ 「地域包括ケアシステム」の構築に向けては、

介護のほか、医療、予防、日常生活支援等も含め、

変革が求められるため、「縦割り行政」を排除することが重要。

○ 地域包括支援センターは、介護保険の保険者である

市町村の委託を受けて事業を運営する準公的機関。

○ 市町村社会福祉協議会は、地域福祉を推進する準公的団体。

○ 桑名市、桑名市地域包括支援センター

及び桑名市社会福祉協議会の職員により、

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」事務局を構成。

21

３．その他



【参考】「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」事務局名簿
（平成２８年４月１日）
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黒田 由美子
黒田 勝
近藤 正
栗田 義久
日美 冨美子
位田 壮平
伊東 幸子
内田 貴久
安藤 昇
黒川 浄明
荒川 育子
橘高 春樹
三浦 浩実
中西 健二
片山 三紀恵
横野 圭子
加藤 洋士
竹内 茂

保健福祉部長
保健福祉部理事（新病院・地域包括ケアシステム担当）
保健福祉部次長兼福祉総務課長
福祉総務課主幹
障害福祉課長
地域介護課長
地域介護課サービス企画室長
保険年金課長
地域保健課長
地域医療課長
中央地域包括支援センター長
東部地域包括支援センター長
西部地域包括支援センター主任介護支援専門員
南部地域包括支援センター長
北部東地域包括支援センター長
北部西地域包括支援センター長
桑名市社会福祉協議会事務局長
桑名市社会福祉協議会事務局次長

◎は事務局長、○は事務局次長である。（注）

◎
○



○ 平成２６年４月及び平成２７年４月、
桑名市保健福祉部の組織を再編。

○ 「地域包括ケアシステム」の構成要素は、
「住まい」・「医療」・「介護」・「予防」・「日常生活支援」。
○ とりわけ、
① 介護予防や日常生活支援の充実に資する地域づくりの推進
② 健康増進事業と介護予防事業との一体的な展開
③ 在宅医療・介護連携の推進
④ 地域リハビリテーションの推進
⑤ 介護障害連携の推進
等が求められるところ。

23

桑名市保健福祉部の組織再編



○ 保健センター、地域包括支援センター等に

配置された保健・福祉専門職等については、

① 自らサービスを提供する「プレーヤー」から

② 地域住民による自発的な活動及び参加を

働き掛ける「マネージャー」へ

と役割を転換することが求められるところ。

○ 健康増進事業と介護予防事業とが一体的に展開されるよう、

保健センターと地域包括支援センターとの連携を強化。

○ 具体的には、平成２６年４月、初めて、

桑名市及び桑名市地域包括支援センターの職員の参加を得て、

「桑名市保健センター・地域包括支援センター連絡会議」を開催。

（注）平成２６年度において、９回。

24

平成２６年４月２２日
「桑名市保健センター・地域包括支援センター連絡会議」

「桑名市保健センター・地域包括支援センター連絡会議」



○ 介護障害連携が推進されるよう、

地域包括支援センターと障害者総合相談支援センターとの連携を強化。

○ 具体的には、平成２６年７月、初めて、

地域包括支援センター及び障害者総合相談支援センターの職員の参加を得て、

「桑名市地域包括支援センター・障害者総合相談支援センター連絡会議」を開催。

（注）平成２６年度において、２回。

○ 障害に関する問題を抱える

高齢者世帯の困難事例を解決するためには、

高齢者介護と障害保健福祉との連携

（「介護障害連携」）で対応することが重要。
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平成２７年２月１６日
「桑名市地域包括支援センター・

障害者総合相談支援センター連絡会議」

「桑名市地域包括支援センター・障害者総合相談支援センター連絡会議」



○ 介護予防や日常生活支援の充実に資する地域づくりが推進されるよう、

地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携を強化。

○ 具体的には、平成２６年５月、初めて、桑名市において、

地域包括支援センター及び社会福祉協議会の職員の参加を得て、

「桑名市地域包括支援センター・社会福祉協議会連絡会議」を開催。

（注）平成２６年度において、１回。

平成２６年５月１５日
「桑名市地域包括支援センター・
社会福祉協議会連絡会議」
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○ 近年、社会的孤立、経済的困窮、虐待など、

生活課題が多様化し、かつ、深刻化。

○ 「コミュニティソーシャルワーク」、すなわち、現行の制度で

対応することが困難であるような生活課題を解決するため、

地域に出向き、ニーズとサービスとを媒介して

個々の要援護者を支援するとともに、地域住民と協働して

地域づくりを推進する取組みは、重要。

「桑名市地域包括支援センター・社会福祉協議会連絡会議」



○ 平成２６年５月、初めて、次に掲げる者の参加を得て、

「桑名市行政リハビリテーション専門職交流会」を開催。

① 中央保健センターに配置された理学療法士

② 療育センターに配置された理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

○ これは、行政リハビリテーション専門職において、

① 対象者の年齢や状態を問わず、「オール・ラウンド」で

リハビリテーションを提供する能力

② 個別事例の検討を通じた地域課題の把握及びその解決に資する地域資源の

「見える化」・創出に取り組む能力

が向上するよう、相互に経験を交流するためのもの。

（注）平成２７年度には、１回。
27

○ 「地域におけるリハビリテーション」のみならず

「地域に対するリハビリテーション」も意味する

「地域リハビリテーション」を推進することは、重要。

平成２７年３月２７日
｢桑名市行政リハビリテーション専門職交流会」

「桑名市行政リハビリテーション専門職交流会」



「地域リハビリテーション係」の設置

○ 行政リハビリテーション専門職は、健康増進や介護予防のほか、

母子保健や療育も含め、幅広い分野で地域に貢献する役割を果たすべき
貴重な人材。
○ 「地域におけるリハビリテーション」のみならず
「地域に対するリハビリテーション」も意味する概念である
「地域リハビリテーション」の推進が求められるところ。

○ 平成２７年４月、桑名市において、
すべての行政リハビリテーション専門職を集中的に配置し、
地域医療のほか、健康増進、介護予防、母子保健、療育等の
すべての行政分野におけるリハビリテーションに関する業務を分担する
「地域リハビリテーション係」を保健福祉部地域医療課に設置。

○ この場合においては、行政リハビリテーション専門職の役割について、
① 自らサービスを提供する「プレーヤー」から
② 地域住民による自発的な活動や参加を働き掛ける「マネージャー」へ
と転換。

28
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Ⅱ 「規範的統合」の推進



一般高齢者 要支援者

（介護保険法第２条第４項及び第５条第３項）（介護保険法第２条第２項及び第５条第３項）

「桑名市地域包括ケア計画」の基本理念

在宅サービス 施設サービス要介護者

身近な地域での
多様な資源の「見える化」・創出

多職種協働による
ケアマネジメントの充実

施設機能の地域展開

『地域ケア会議』
『在宅医療・介護
連携推進事業』

『認知症施策推進事業』

『従来の在宅サービスと
異なる内容の

新しい在宅サービス』

『介護予防・日常生活支援
総合事業』

『生活支援体制整備事業』

介護予防に資する
サービスの提供

在宅生活の限界点を
高めるサービスの提供

健康の保持増進 能力の維持向上

セルフマネジメント（「養生」）

（介護保険法第４条第１項）

高齢者の尊厳保持・自立支援
（介護保険法第１条）
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【参考】介護予防に資するケアマネジメントの事例のイメージ

陥りがちなケアマネジメント 目指すべきケアマネジメント

できないことを代わりにするケア できないことをできるようにするケア

「独りで入浴できない」

「清潔を保持したい」

「なぜ独りで入浴できないのか」

「左片麻痺によるバランス不安定で
浴槽をまたげない」

いつまでも
独りで入浴できない

独りで
入浴できるようになる

「通所介護で

入浴する」

「通所介護で足を

持ち上げる動作を指導して

浴槽をまたげるようにする」

31
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○ 「地域生活応援会議」を通じたケアマネジメントが円滑に

実施されるよう、介護保険制度の基本理念について、

① 介護保険の被保険者である高齢者及びその家族

② 介護保険制度の中でサービスを提供する

医療機関及び介護事業所

に対する普及啓発を図ることは、重要。 平成２６年８月５日
「保健福祉部等職員勉強会」

○ 平成２６年１０月以降における「地域生活応援会議」の開催に先立ち、

平成２６年９月より、桑名市及び桑名市地域包括支援センターにおいて、

介護保険制度に関する申請や相談を受け付ける窓口で

介護保険制度の基本理念を説明する取扱い。

（注） 平成２６年８月、保健福祉部で４５人、多度町総合支所で３人、長島町総合支所で４人の職員の参加を得て、

「保健福祉部等職員勉強会」を開催。

介護保険制度の基本理念に関する窓口での説明



（＝自ら取り組むこと＋他にお願いすること）

「死に場所難民」

33

① 「何とかなっている。」？

Ｑ＆Ａ（１）

③ 「『・・・』が変わらない限り、何も変わらない。」？

④ 「市町村や地域包括支援センターがダメ。」？

② 「受け皿がない。」？

⑤ 「行政が縦割り。」？

「連携」

「カイゼン」の「見える化」

「鶏が先か、卵が先か。」

「組織再編」

１．保健・医療・福祉・介護専門職に対して



「自立支援」
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② 「要介護度が引き下げられると、損。」？

Ｑ＆Ａ（２）

① 「元気なうちには、無関係。」？

③ 「結局のところ、社会保障費の削減。」？

④ 「在宅では、困難。」？

⑤ 「ボランティアでは、無理。」？

「予防」

「リロケーションダメージ」

「施設機能の地域展開」

「自助」・「互助」・「共助」・「公助」

２ ．地域住民に対して



「保険者」
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② 「行政は、公平。」？

Ｑ＆Ａ（３）

① 「地域間格差が生じる。」

③ 「地域包括支援センターは、民間事業者。」？

④ 「『地域包括ケアシステム』は、地域包括支援センター。」？

⑤ 「通常の業務で忙しい。」

「地域づくり」

「準公的機関」

「住まい」・「医療」・「介護」・「予防」・「日常生活支援」

「スクラップ・アンド・ビルド」

３ ．市町村や地域包括支援センターの職員に対して
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Ⅲ 市町村介護保険事業計画



「桑名市地域包括ケア計画」の策定

○ 「地域包括ケアシステム」の構築は、
地域の関係者が相互に連携して活動を展開する
ネットワークを醸成するマネジメント。

○ 基本的な方針を提示してその共有を働き掛ける
「規範的統合」が重要。

① 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会条例」の制定

② 桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福祉協議会の

職員による「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」事務局の構成

③ 桑名市ホームページ中の「地域包括ケアシステム」に関するコーナー等を通じた

情報の公開の徹底

④ 「桑名ふれあいトーク」等を通じた地域住民の意見の反映

⑤ 桑名市による他の市町村に対する調査等を通じた

桑名市と他の市町村及び三重県との連携
37



「桑名市地域包括ケア計画」の推進

○ 「地域包括ケアシステム」の構築は、

「地方分権の試金石」と称された

介護保険制度の創設に匹敵する困難な改革。

① 「桑名市地域包括ケア計画」に盛り込まれた

基本的な考え方に関する周知を通じた「規範的統合」の推進

② 自己啓発に対する意欲の喚起を通じた人材の育成

③ 「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」を活用した

「ＰＤＣＡサイクル」の確立
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○ 従来の在宅サービスと異なる内容の新しい在宅サービスを提供する事業所が

おおむね倍増するよう、

① 定期巡回型訪問介護看護

② 小規模多機能型居宅介護又は複合型サービス

に係る地域密着型サービス事業者の指定について、地域交流スペースの確保、

地域支援事業及び「地域ケア会議」に対する協力等を必須として、公募を実施。

１ 地域の実情に応じた介護保険の保険者である市町村としての期待の明確化

「桑名市地域包括ケア計画」の特徴的な内容（１）

○ 地域密着型サービス事業者の「運営推進会議」等について、

地域住民に対する普及啓発を図る場として活用。

（２）「運営推進会議」等の活用

39

（１）施設機能の地域展開

○ 介護保険の保険者である市町村の委託を受けた準公的機関としての

地域包括支援センターの事業運営方針を提示。

（３）地域包括支援センターの事業運営方針の提示



○ 地域資源のネットワーク化の前提となる

地域資源の「見える化」を図るため、

次に掲げる等の事例を紹介。

① 地域住民を主体として支援を必要とする者を支援する「サポーター」

② 地域住民を主体として地域交流の機会を提供する「通いの場」

③ 事業所の地域開放

○ 平成２７～２９年度の保険料基準額（月額）について、

自然体で５，４１７円と推計した上で、

要介護・要支援認定率の上昇を抑制する等の施策を反映し、

５，２３９円（▲１７８円）と算定。

３ 保険料負担の増大を抑制する努力の「見える化」

２ 地域資源のネットワーク化の前提となる地域資源の「見える化」

40

「桑名市地域包括ケア計画」の特徴的な内容（２）



○ 今後、

① 地域密着型サービス事業者において、

利用者に対する介護予防に資するサービスの提供

又は在宅生活の限界点を高めるサービスの提供（在宅での看取りを含む。）に関する

事例を紹介する機会

② 桑名市、桑名市地域包括支援センター及び桑名市社会福祉協議会において、

地域住民による自発的な活動や参加を働き掛ける機会

として、「介護・医療連携推進会議」又は「運営推進会議」を活用するよう、期待。

○ 「介護・医療連携推進会議」又は「運営推進会議」は、

地域密着型サービス事業者の地域連携のためのものであるが、

主として、地域密着型サービス事業者の活動状況を報告する

機会。

○ これについては、地域住民に対する普及啓発を図る場として

活用することが可能。
平成２７年３月２３日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する
事業所における「介護・医療連携推進会議」

「介護・医療連携推進会議」又は「運営推進会議」の活用
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桑名市地域包括支援センターの事業運営方針

42

○ 地域包括支援センターは、
介護保険の保険者である市町村の委託を受けた準公的機関。

① 地域包括支援センターの位置付けに関する自覚の徹底

② 高齢者の自立支援に向けた

ケアマネジメントのための「チームプレー」の励行

③ 介護予防や日常生活支援に資する

地域づくりの推進のための
「プレーヤー」から「マネージャー」への転換

○ 平成２７～２９年度には、
桑名市地域包括支援センターの事業運営方針を提示。



桑名市の要介護・要支援認定率

○ 要介護・要支援認定率については、
自然体で見込みを推計した上で、施策を反映した見込みを推計。

43
注 各計数は、６５歳以上人口に対する要介護・要支援認定者数の割合である。
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保険料負担の水準

44

○ 今後とも、人口の高齢化が進展する中で、
保険給付が増大することに伴い、保険料負担が増大することは、不可避。

○ 介護保険事業を安定的に運営するためには、
要介護・要支援認定率の上昇を抑制するなど、
保険料負担の増大を抑制する努力を不断に積み重ねることが重要。

○ 桑名市では、保険料基準額を算定するに当たり、
次に掲げる等の施策を反映。

① 新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施

② 施設サービスと同様な機能を地域に展開する
在宅サービスの提供体制の重点的な整備

③ 多職種協働でケアマネジメントを支援するための
「地域生活応援会議」の開催
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区 分 自然体 施策反映

保険料基準額（月額）
５，４１７
（１００．０）

５，２３９
（１００．０）

標準給付費
５，１４４
（９５．０）

４，９６６
（９４．８）

訪問系、通所系、宿泊系等の在宅サービス
２，６６５
（４９．２）

２，５６１
（４８．９）

居住系の在宅サービス
５６１

（１０．４）
５３２

（１０．２）

施設サービス
１，６８５
（３１．１）

１，６４６
（３１．４）

その他
２３３
（４．３）

２２７
（４．３）

地域支援事業費
３０５
（５．６）

３０５
（５．８）

市町村特別給付費・保健福祉事業費
９３

（１．７）
９３

（１．８）

介護給付費準備基金取崩額
－１２５
（－２．３）

－１２５
（－２．４）

－１７８

単位：円

－１７８

－１０４

－２９

－３９

－６

±０

±０

±０

【参考】桑名市の保険料基準額（月額）（平成２７～２９年度）

（注） 括弧内は、保険料基準額（月額）に占める構成比である。



Ⅳ 地域ケア会議

22



① 各分野で指導的な立場にある地域の関係者の参加を得た
「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」

桑名市の「地域ケア会議」

② 地域の高齢者世帯の困難事例の解決のための
「地域支援調整会議」

③ 多職種協働でケアマネジメントを支援するための
「地域生活応援会議」

④ 要介護・要支援認定又は「地域生活応援会議」に先立つ
暫定的なサービスの利用のための「ケアミーティング」

⑤ その他（「高齢者見守りネットワーク」、
「高齢者虐待防止ネットワーク」等）
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○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

≪主な構成員≫
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、OT、
PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門
職種も参加

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討）

・地域包括支援センターの箇所数：4,328ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所）（平成24年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,202保険者）で実施（平成24年６月に調査実施）

在宅医療
連携拠点

医師会等関
係団体

医療関係専
門職等

○ 「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。

○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進

48



○ 他の市町村の「地域ケア会議」の大半は、桑名市の

「桑名市地域包括ケアシステム推進協議会」又は「地域支援調整会議」に相当するもの。

○ 他の市町村と比較して桑名市で特徴的な「地域ケア会議」は、「地域生活応援会議」。

49

他の市町村と比較した桑名市の「地域ケア会議」の特徴

○ 新規に要支援と認定されて在宅サービスを利用しようとするすべての高齢者について、

「地域生活応援会議」のような「地域ケア会議」を通じて多職種協働でケアマネジメントを

支援する取組みは、全国の市町村でも、埼玉県和光市、大分県杵築市など、稀であり、

少なくとも、東海３県では、初めて。

○ 多職種協働でケアマネジメントを支援するための「地域生活応援会議」のような

「地域ケア会議」について、保健センター等が地域包括支援センターと一体となって

参画する例は、全国的にも、他に見受けられないところ。

② 保健センター等が地域包括支援センターと一体となって参画すること

① 一定の範囲に属するすべての事例を対象とすること

他の市町村の「地域ケア会議」と比較した桑名市の「地域生活応援会議」の特徴
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「地域生活応援会議」（１）

１．趣旨

○ 個々の事例について、

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを実践。

○ 専門職に求められる専門性として、

「エビデンス」（＝データを始めとする根拠）に基づき、

対人援助の「実践を言葉で説明する力」を発揮。

○ 公正かつ誠実に業務を遂行しようとする介護支援専門員を

始めとする医療・介護専門職に対し、

高齢者及びその家族を始めとする地域の

関係者の理解が得られるよう、多職種協働で後方支援を実施。

○ 「縦割り行政」を排除。

（１） 「机上の空論」から「現場の実践」へ

（２） 「個人プレー」から「チームプレー」へ
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２．対象者

○ 平成２７年度より、訪問介護及び通所介護に係る

予防給付から地域支援事業への移行に伴い、

新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施。

○ この場合においては、要支援者

及び 「基本チェックリスト」該当者について、

地域包括支援センターで「介護予防ケアマネジメント」を実施。

（１）当面の対応

「地域生活応援会議」（２）
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「地域包括ケアシステム」に向けた取組み（６２）

○ 当面、新規に要支援と認定され、又は「基本チェックリスト」該当と判定された

高齢者のうち、在宅サービスを利用しようとするものを対象として、

介護予防に資するケアマネジメントのための「地域生活応援会議」を開催。

○ なお、６か月が経過した時点で、実績を評価し、その結果に基づき、

「地域生活応援会議」において、更なる生活機能の向上の可能性の有無を検討。

52

時 期 内 容

平成２６年１０月以降 地域包括支援センターが自ら介護予防サービス計画を作成する

対象者に限り、試行的に実施。

平成２７年１月以降 次に掲げる対象者も含め、試行的に実施。
① 地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業者に委託して
介護予防サービス計画を作成する対象者
② 介護予防小規模多機能型居宅介護
又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用しようとする対象者

平成２７年４月以降 要支援者のほか、「基本チェックリスト」該当者も含め、
本格的に実施。

「地域生活応援会議」（３）



○ 要支援２・１の者について、

要支援状態を改善するほか、

要介護２・１の者について、

要介護状態を改善することも、可能。

○ 介護予防に資するケアマネジメントのほか、

在宅生活の限界点を高めるケアマネジメントも、重要。
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「地域包括ケアシステム」に向けた取組み（６３）

（２）将来的な対応

「地域生活応援会議」（４）



「地域ケア会議」を通じたケアマネジメント（５）

○ 将来的には、「地域生活応援会議」の対象者を

段階的に拡大。

54

目 的 対象者

介護予防に
資する

ケアマネジメント

新規に要介護２・１と認定された高齢者のうち、
在宅サービス又は施設サービスを利用しようとするもの等

在宅生活の
限界点を高める
ケアマネジメント

次に掲げる等の高齢者

① 在宅復帰を支援する退院調整の対象となる高齢者

② 訪問系、通所系、宿泊系等の在宅サービスの利用から
居住系の在宅サービス又は施設サービスの利用へ
移行しようとする高齢者

「地域生活応援会議」（５）



5555

「地域包括ケアシステム」に向けた取組み（６５）

（１）すべての対象者に関して参加するメンバー

① 中央地域包括支援センター又は各地域包括支援センターに配置された
保健師又は看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員

② 保健センターに配置された保健師及び管理栄養士
③ 地域リハビリテーション係に配置された理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士
④ 桑名地区薬剤師会の推薦を受けた地域の薬剤師
⑤ 三重県作業療法士会の推薦を受けた地域の作業療法士
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３．参加者

「地域生活応援会議」（６）

① 各地域包括支援センターに配置された介護支援専門員
② 指定居宅介護支援事業者の指定を受けた事業所
又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けた事業所の介護支援専門員

③ 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を受けた
事業所の管理者又はその代理人

④ 介護予防・生活支援サービスの担当者

（２）担当の対象者に関して参加するメンバー

① 桑名市の職員
② 桑名市社会福祉協議会の「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」
③ 三重県介護支援専門員協会桑員支部の支部長又はその代理人

（３）オブザーバー



「地域包括ケアシステム」に向けた取組み（６８）

○ 次に掲げる資料については、厚生労働省によって提示された

様式のほか、他の市町村で使用される様式も参考として、

「地域生活応援会議」に提出される資料のうち、次に掲げるものについて、

標準的な様式を提供。

① アセスメントシート

② 介護予防サービス計画

③ 個別サービス計画

④ モニタリングシート
（注） 要介護・要支援認定に関するデータや「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいきくわな』」に基づくデータのほか、

介護給付及び予防給付に関するデータや後期高齢者及び国民健康保険に関するデータも活用。

○ 「地域生活応援会議」を効果的かつ効率的に開催するためには、

「地域生活応援会議」に提出される資料について、

ケアマネジメントの充実に向けた多職種協働のための

「共通言語」となるよう、様式を統一することが重要。
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４．資料

「地域生活応援会議」（７）



① 桑名市は、高齢者に対し、要支援認定を実施。

② 介護支援専門員及びサービス担当者は、高齢者及びその家族に対し、アセスメントを実施。

③ 介護支援専門員は、各地域包括支援センターと協議しながら、介護予防サービス計画案を作成。

④ 桑名市及び桑名市地域包括支援センターは、介護支援専門員及びサービス担当者の参加を得て、

「地域生活応援会議」を開催。その中で、介護予防サービス計画案について、必要な見直しを検討。

⑤ 介護支援専門員は、各地域包括支援センターと協議しながら、必要に応じ、介護予防サービス計画案を修正。

⑧ 介護支援専門員及びサービス担当者は、各地域包括支援センターを通じて中央地域包括支援センターに対し、
介護予防サービス計画及び個別サービス計画を提出。

⑨ サービス担当者は、介護支援専門員と連携しながら、高齢者に対し、サービスを提供。

⑦ 介護支援専門員及びサービス担当者は、高齢者及びその家族の参加を得て、「サービス担当者会議」を開催。
その中で、介護予防サービス計画案及び個別サービス計画案について、趣旨及び内容を説明。

⑥ サービス担当者は、介護支援専門員を通じて各地域包括支援センターと協議しながら、個別サービス計画案を作成。

⑩ 介護支援専門員及びサービス担当者は、高齢者及びその家族に対し、モニタリングを実施。
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「地域生活応援会議」（８）

５．手続の流れ
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高齢者数 要介護・要支援認定者数 要介護・要支援認定率

平成２６年 ４月 ３３，３８９人（＋４．１６％） ５，３４７人（＋３．６４％） １６．０１％（▲０．０８ｐｔ）

平成２６年 ５月 ３３，４５９人（＋４．０３％） ５，３９０人（＋３．５５％） １６．１１％（▲０．０７ｐｔ）

平成２６年 ６月 ３３，５６８人（＋４．０４％） ５，４０７人（＋３．８２％） １６．１１％（▲０．０３ｐｔ）

平成２６年 ７月 ３３，６６５人（＋４．０４％） ５，４６９人（＋５．５０％） １６．２５％（＋０．２３ｐｔ）

平成２６年 ８月 ３３，７８６人（＋３．９８％） ５，４３０人（＋３．６７％） １６．０７％（▲０．０５ｐｔ）

平成２６年 ９月 ３３，９０５人（＋３．８９％） ５，４０６人（＋２．５０％） １５．９４％（▲０．２２ｐｔ）

平成２６年１０月 ３３，９９９人（＋３．８３％） ５，４１０人（＋１．７９％） １５．９１％（▲０．３２ｐｔ）

平成２６年１１月 ３４，９０１人（＋３．８３％） ５，３９８人（＋１．４９％） １５．８３％（▲０．３７ｐｔ）

平成２６年１２月 ３４，１７８人（＋３．８８％） ５，３４５人（＋０．５３％） １５．６４％（▲０．５２ｐｔ）

平成２７年 １月 ３４，２４１人（＋３．５３％） ５，３０６人（▲０．１３％） １５．５０％（▲０．５６ｐｔ）

平成２７年 ２月 ３４，３４５人（＋３．５２％） ５，２７７人（▲０．７０％） １５．３６％（▲０．６６ｐｔ）

平成２７年 ３月 ３４，４３７人（＋３．４８％） ５，２８６人（▲０．８８％） １５．３５％（▲０．６８ｐｔ）

（注）括弧内は、対前年同月比。
＜出典＞厚生労働省

【参考１－１】桑名市における要介護・要支援認定率の推移（平成２６年度）
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高齢者数 要介護・要支援認定者数 要介護・要支援認定率

平成２７年 ４月 ３４，４９５人（＋３．３１％） ５，２８８人（▲１．１０％） １５．３３％（▲０．６８ｐｔ）

平成２７年 ５月 ３４，５５１人（＋３．２６％） ５，２７８人（▲２．０８％） １５．２８％（▲０．８３ｐｔ）

平成２７年 ６月 ３４，６１７人（＋３．１３％） ５，２５２人（▲２．８７％） １５．１７％（▲０．９４ｐｔ）

平成２７年 ７月 ３４，７２５人（＋３．１５％） ５，２５９人（▲３．８４％） １５．１４％（▲１．１１ｐｔ）

平成２７年 ８月 ３４，８１７人（＋３．０５％） ５，２４４人（▲３．４３％） １５．０６％（▲１．０１ｐｔ）

平成２７年 ９月 ３４，８６１人（＋２．８２％） ５，１７６人（▲４．２５％） １４．８５％（▲１．０９ｐｔ）

平成２７年１０月 ３４，８９１人（＋２．６２％） ５，１３１人（▲５．１６％） １４．７１％（▲１．２０ｐｔ）

平成２７年１１月 ３４，９６９人（＋２．５８％） ５，０８５人（▲５．８０％） １４．５４％（▲１．２９ｐｔ）

平成２７年１２月 ３５，００６人（＋２．４２％） ５，０５４人（▲５．８５％） １４．４４％（▲１．２７ｐｔ）

平成２８年 １月 ３５，１１５人（＋２．５５％） ５，０３７人（▲５．０７％） １４．３４％（▲１．１６ｐｔ）

平成２８年 ２月 ３５，１７３人（＋２．４１％） ４，９７４人（▲５．７４％） １４．１４％（▲１．２２ｐｔ）

平成２８年 ３月 ３５，２２１人（＋２．２８％） ４，９８５人（▲５．６９％） １４．１５％（▲１．２０ｐｔ）

（注）括弧内は、対前年同月比。
＜出典＞厚生労働省

【参考１－２】桑名市における要介護・要支援認定率の推移（平成２７年度）
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高齢者数 要介護・要支援認定者数 要介護・要支援認定率

平成２８年 ４月 ３５，２７９人（＋２．２７％） ４，９８０人（▲５．８２％） １４．１２％（▲１．２１ｐｔ）

平成２８年 ５月

平成２８年 ６月

平成２８年 ７月

平成２８年 ８月

平成２８年 ９月

平成２８年１０月

平成２８年１１月

平成２８年１２月

平成２９年 １月

平成２９年 ２月

平成２９年 ３月

（注）括弧内は、対前年同月比。
＜出典＞厚生労働省

【参考１－３】桑名市における要介護・要支援認定率の推移（平成２８年度）



【参考２】桑名市における基本チェックリスト該当判定率の推移（平成２７年度）
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高齢者数
基本チェックリスト該当

判定者数
基本チェックリスト該当

判定率

平成２７年 ４月 ３４，４９５人 ７人 ０．０２％

平成２７年 ５月 ３４，５５１人 １０人 ０．０３％

平成２７年 ６月 ３４，６１７人 ２６人 ０．０８％

平成２７年 ７月 ３４，６１７人 ３９人 ０．１１％

平成２７年 ８月 ３４，８１７人 ５２人 ０．１５％

平成２７年 ９月 ３４，８６１人 ６６人 ０．１９％

平成２７年１０月 ３４，８９１人 ８２人 ０．２４％

平成２７年１１月 ３４，９６９人 ９１人 ０．２６％

平成２７年１２月 ３５，００６人 ９９人 ０．２８％

平成２８年 １月 ３５，１１５人 １０１人 ０．２９％

平成２８年 ２月 ３５，１７３人 １０９人 ０．３１％

平成２８年 ３月 ３５，２２１人 １１９人 ０．３４％

＜出典＞桑名市保健福祉部地域介護課
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Ⅴ 介護予防・日常生活支援総合事業



新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」
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〇 桑名市では、新しい

「介護予防・日常生活支援総合事業」について、

「小さく生んで大きく育てる」という考え方に基づき、

まずは、平成２７年４月に開始した上で、

その後、必要に応じ、見直す方針。

〇 早期に新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始した市町村は、

新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」のほか、

地域包括支援センター運営事業及び任意事業に関しても、

国、都道府県等の地域支援事業交付金の対象となる費用の上限について、

優遇されるところ。

○ かつて、介護保険制度が導入されたことに伴い、

介護サービスの提供体制の整備が促進されたように、

今後、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始されることに伴い、

多様なニーズに応じた多様なサービスの整備が促進される効果も、期待されるところ。

平成２７年３月１４日
介護予防・日常生活支援総合事業に関する

研修会



○ 市町村で希望者を募集し、専門職を主体として介護予防教室を開催する等の

方式によると、介護予防に十分な関心を持つ極めて限られた地域住民しか

介護予防に取り組まないところ。

○ 保健センターの健康増進事業と地域包括支援センターの介護予防事業とは、

財源に関して異なるものの、機能に関して類似。

○ 保健センター、地域包括支援センター等に配置された

保健・福祉専門職等について、自らサービスを提供する

「プレーヤー」から、地域住民による自発的な活動や参加を働き掛ける

「マネージャー」へ、役割を転換。

○ 次に掲げる等の取組みを通じ、健康増進事業及び介護予防事業を

一体的に展開。

① 「桑名ふれあいトーク」

② 「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」

③ 「健康・ケアアドバイザー」
64

健康増進事業と一体的な介護予防事業の展開



○ 平成２６年度より、桑名市の職員が

市内で開催される参加者１０人以上の
集会等に出向いて直接に対話する
「桑名ふれあいトーク」のテーマの一つとして、
「『地域包括ケアシステム』の構築に向けて
『オール桑名』で取り組みましょう！」を追加。
（注）平成２６年度には、６回、平成２７年度には、９回。

○ 保健・医療・介護・福祉専門職のほか、

地域住民も含め、「オール桑名」で

問題意識を共有することは、重要。

65

平成２６年５月１９日
小規模多機能居宅介護事業所の

「運営推進会議」を活用した「桑名ふれあいトーク」

「桑名ふれあいトーク」申込書

「桑名ふれあいトーク」
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「立ち上がりテスト」
（３０秒間に椅子より立ち上がる回数を測定したもの）

【参考】 「桑名いきいき体操」の効果

○ 平成２５年８月及び平成２６年２月の２回にわたり、
「桑名いきいき体操のつどい」に参加した者を対象として、体力測定を実施。
○ その結果、３か月以上にわたって「桑名いきいき体操」を継続した者（継続者）については、
その他の者（非継続者）を上回る運動器機能が認められたところ。
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○ 「桑名いきいき体操」は、地域住民を主体として
健康増進や介護予防に取り組む契機を与える手段の一つ。

〇 平成２６年１０月以降、順次、
桑名市及び桑名市地域包括支援センターにおいて、
「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」を
実施。
（注） 平成２６年１０月～平成２８年３月、

「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」を利用した
グループは、１２か所。

○ 具体的には、地域住民を主体とする「通いの場」の運営に
結び付くよう、
① 約６月に限り、５～６回程度にわたり、保健師等を派遣し、
「桑名いきいき体操」のほか、体力測定等を実施。
② 必要に応じ、ＤＶＤ等の配布等の支援を実施。
③ 継続しているグループには、体力測定フォロー等を実施。

「桑名いきいき体操自主グループ活動スタート応援事業」



「エビデンス」に基づく効果的かつ効率的な介護予防事業の展開
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○ 「エビデンス」に基づいて効果的かつ効率的に

介護予防事業を展開することは、重要。

○ 次に掲げる手法により、可能な限り、早期に、

リスクを抱える高齢者を把握。

① 桑名市及び桑名市地域包括支援センターにおいて、

次に掲げるデータを活用。

ⅰ 要介護・要支援認定に関するデータ

ⅱ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に基づくデータ

② 保健センター、地域包括支援センター等に配置された

保健・福祉専門職等において、

地域住民を主体として地域交流の機会を提供する

「通いの場」に関与する等の機会には、「基本チェックリスト」を活用。



「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」
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○ 個々の高齢者について、将来に医療や介護を必要とする状態となるリスクを早期に発見し、

必要に応じて適切に支援するとともに、日常生活圏域ごとに、地域課題の把握
及びその解決に資する地域資源の「見える化」・創出に取り組むことは、重要。

○ 平成２５・２６年度に初めて、２年でおおむね対象者を一巡するよう、
「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」を実施。

○ 具体的には、在宅の高齢者のうち、
① 要介護２・１又は要支援２・１と認定された高齢者
② 一般高齢者
を対象として、郵送のほか、民生委員又は地域包括支援センターの職員による
未提出者に対する訪問により、記名式で、厚生労働省が提示した等の質問を内容とする
調査票による「日常生活圏域ニーズ調査」を実施。

○ その結果については、
① 保険料を還元する一環として、調査票を提出した個々の対象者に対し、
健康や日常生活に関して注意すべき点を記載した「個人結果アドバイス表」を送付。

② 地域の関係者が活動を展開する等の基礎となるよう、
データを日常生活圏域別に集計した報告書を公表。
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○ 「第６期介護保険事業計画」（平成２７～２９年度）は、

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途とする

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた「地域包括ケア計画」。

○ 厚生労働省は、市町村に対し、「日常生活圏域ニーズ調査」の実施を勧奨。

① 目的は、それぞれの高齢者について、元気なうちから、

できる限り早く、将来に医療や介護が必要となる要因を発見し、

必要に応じて適切に支援するとともに、日常生活圏域ごとに、

地域課題を把握し、地域資源を創出すること。

② 内容は、家族構成や「基本チェックリスト」を含む

運動、栄養、口腔、認知症等に関する９６問。

③ 方法は、郵送及び未提出者に対する訪問。

（注）未提出者については、リスクを抱えていることが少なくないところ。
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【参考１】「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」の位置付け



平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

対 象 者 ９，０００人 ２２，６９３人 １０，７７３人

提 出 者 ７，２８６人 １７，２２３人 ９，１５０人

郵 送 ６，５０１人 １３，１７９人 ６，５７８人

訪 問 ７８５人 ４，０４４人 ２，５７２人

提 出 率 ８１．０％ ７５．９％ ８４．９％

郵 送 ７２．２％ ５８．１％ ６１．０％

訪 問 ８．７％ １７．８％ ２３．９％

＜出典＞ 桑名市保健福祉部地域介護課

【参考２】「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」の実施状況
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【参考３】調査票の提出を呼び掛ける文書のイメージ



【参考４】「個人結果アドバイス表」のイメージ
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【参考５】小学校区別の結果－例－

74

多度西（多度圏域） 大和（北部圏域）

長島北部（長島圏域）益世（南部圏域）七和（西部圏域）

立教（東部圏域）

1.3

1.3

-

1.20.81.2

1.5

0.6

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

多度西 市平均(1.0)

n=40

1.2

1.0

1.3

0.8

1.0

0.9

1.3

1.3

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

大和 市平均(1.0)

n=132

1.4

1.3

1.7

1.0

1.3

1.3

1.5

0.7

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

立教 市平均(1.0)

n=200

1.0
1.2

0.3

1.10.7
1.0

0.9

1.2

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

七和 市平均(1.0)

n=303

0.9
0.8

2.6

0.8
0.7

0.8

0.9

1.0

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

益世 市平均(1.0)

n=389

1.0 1.4

0.5

1.10.6
1.0

1.1

0.1

0

1

2

3

運動器

転倒

栄養

口腔

閉じこ

もり

認知症

うつ

虚弱

長島北部 市平均(1.0)

n=166



【参考６】地区診断－例－
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仕事は、苦労しただけ自分の力になると
信じてやるしかない！

皆さんご承知のとおり、介護保険事業計画策定については
地域包括ケアシステムの構築を無視できない状況に
昨年度から追い込まれています。
来年度以降に計画を推進する段階で、職員が
計画と地域包括ケアシステムの構築の関係が理解できていないと
市民に計画の趣旨や実施計画の意図が説明できないのは困ると思います。
地域包括ケアシステム関係の事務は皆さんの平常業務に支障が無いように
進めなければならない事や、最終的には来年以降の計画に基づく
自分たちの仕事に降りかかってくる事だと認識を持ってほしいと思っています。
現在進めている事務も、計画策定にどのように影響してくるのか？
今後の自分たちの仕事にどう関係するのか？全員が意識している
必要があると思います。
副市長がいる今のうちに しっかり市民や事業者に対峙できるような
理論とか説明力とか自分たちのスキルを上げる必要があるということです。
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介護・高齢福祉課長から介護・高齢福祉課員へのメール
（平成２６年５月２０日）



【参考１】ドラッガー「マネジメント」 －抄－（１）

「これまでマーケティングは、販売に関する
全職能の遂行を意味するにすぎなかった。
それではまだ販売である。われわれの製品から
スタートしている。われわれの市場を探している。
これに対し真のマーケティングは顧客から
スタートする。すなわち現実、欲求、価値から
スタートする。『われわれは何を売りたいか』ではなく、
『顧客は何を買いたいか』を問う。『われわれの製品や
サービスにできることはこれである』ではなく、
『顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満足が
これである』と言う。」
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【参考１】ドラッガー「マネジメント」 －抄－（２）

「あらゆる組織が、事なかれ主義の誘惑にさらされる。
だが組織の健全さとは、高度の基準の要求である。
自己目標管理が必要とされるのも、高度の基準が
必要だからである。
成果とは何かを理解しなければならない。
成果とは百発百中のことではない。百発百中は曲芸である。
成果とは長期のものである。 すなわち、まちがいや失敗をしない者を
信用してはならないということである。それは、見せかけか、
無難なこと、下らないことにしか手をつけない者である。
成果とは打率である。弱みがないことを評価してはならない。
そのようなことでは、意欲を失わせ、士気を損なう。人は、
優れているほど多くのまちがいをおかす。優れているほど
新しいことを試みる。」
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【参考２】上杉鷹山（米沢藩藩主）

「為せば成る

為さねば成らぬ何事も

成らぬは人の為さぬなりけり」
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【参考３】 司馬遼太郎「坂の上の雲」 －抄－

参謀長 「旅順のこの戦況をもって第三軍司令部のみの責任にしようとなさるのは、閣下の卑怯というものでしょう。

まず第一に大本営がわるい。同時に、閣下、あなたの御責任でもあります。ではないですか」

総参謀長 「伊地知、脳乱したか。帝国が、この方面の戦争の責任を乃木とお前に負わせたのだ。

お前は参謀長ではないか」

参謀長 「私は左様なことを申しておりません。たとえば閣下、閣下は私が申請した砲弾量を

満足に呉れたことがありますか」

参謀長 「この砲弾不足で、どう戦えといわれるのです」

総参謀長 「砲弾不足は、日本軍ぜんたいの問題だ。内地での砲弾の生産が追っつかない。外国へ発注しているが、

すぐの間に合わない。その乏しい砲弾を、野外決戦用とこの旅順攻撃用になんとか配分しているが、

必要の半分もまかなえない。伊地知、日本は旅順だけで戦っているのではない。

そんなことがわからんのか」

参謀長 「閣下の御責任を問うているのです」

総参謀長 「軍参謀長でありながら、おのれの作戦の責任を他に転嫁するというなら、

いっそステッセルのもとに行って責任を問うてきたらどうだ。

貴官が強すぎます、責任は貴官にあります。」

参謀長 「なにをくだらないことを」

参謀長 「ともかく閣下、閣下がこの戦況をなんとかしようと思われるなら、砲弾をください」

総参謀長 「砲弾が欲しいのは、どの軍もおなじだ。

あたえられた条件下で最善をつくすのが参謀官の仕事ではないか」

「二〇三高地」をめぐる児玉源太郎総参謀長と伊地知幸介参謀長との会話－抄ー
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【参考４】 「山本五十六の言葉」 －抄－

「やって見せ、

説いて聞かせ、

やらせてみ、

ほめてやらねば、

人は動かぬ。」



【参考５】 「長寿社会室十箇条」 －抄－（１）
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○ 変革をしないことが最も楽ですが、最もおもしろくないです。

アクティブに、前向きに、未来志向でいきましょう。行政は、

守り・受け身になりがちですが、「攻め」こそ最大の防御です。

そしてちょっと背伸びをしましょう。背伸びは人を成長させます。

○ ルーティンをルーティンのままにしない癖をつけましょう。

常に「カイゼン」すべきことがあるはずです。

○ できない理由・現状を維持する理由を考えるのではなく、

これならできる・こうすればできるという提案型の仕事を

しましょう。

変革を好もう。そして、できない理由を考えるのではなく、
これならできるという提案型をめざそう。



【参考５】 「長寿社会室十箇条」 －抄－（２）
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○ １人で抱え込まない、１人だけで考えて視野を狭めないことが必要です。
小チームによる打ち合わせを沢山実施しましょう。
三人寄れば何でもできます。問題意識を共有化しつつ、
互いに信頼し合えてこそ、組織は強くなります。

○ チームのコミュニケーションを円滑にするためには、
ノミニケーションも一つの重要な手段です。

○ メールは一斉送信、送られ側の仕事の邪魔をしないなどの
メリットもありますが、室内でコミュニケーションをとる手段には適しませ

ん。
口があるのだから、必ず面と向かって話し合いましょう。

○ 情報・資料などの共有化のため、共有フォルダ－なども活用しましょう。
また、資料も組織として活用できるよう（誰が見ても分かるよう）、
ファイリングしましょう。

チームで仕事をしよう。
そのためにコミュニケーションをしっかりとろう。



今後とも、「桑名市地域包括ケア計画」に基づき、
「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、
「オール桑名」で一歩一歩着実に取り組み、
その成果を桑名市の「ブランド」の一つとして

全国に発信するよう、期待します。

水と緑が交流の輪を描く様子を
表現し、その中央にハマグリの
姿を描き、市の文化や歴史を
イメージしました。
円満に発展し快適で住み良い

桑名市を象徴しています。

桑名市市章
桑名市

イメージキャラクター
「ゆめはまちゃん」

「はまぐりのまち・桑名」を
ＰＲする夢見るはまぐりの
女の子です。
洋服の三本線は、木曽三川を

イメージしています。
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「桑名市地域包括ケア計画」は、
「オール桑名」での「地域包括ケアシステム」の構築に向けた

取組みの集大成です。


